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国際バルク戦略港湾に係る取組経緯

１．国際バルク戦略港湾の選定国際 ルク戦略港湾 選定
平成２１年 １２月 １５日 第1回 国際バルク戦略港湾検討委員会 開催
平成２２年 ６月 １日 国際バルク戦略港湾を募集
平成２３年 ５月 ２６日 第１５回 国際バルク戦略港湾検討委員会 開催
平成２３年 ５月 ３１日 国際バルク戦略港湾の選定結果を公表（別紙１ ２）平成２３年 ５月 ３１日 国際バルク戦略港湾の選定結果を公表（別紙１、２）
平成２３年 ８月 ３１日 国際バルク戦略港湾育成プログラム作成

２．港湾法等関係法令の改正港湾法等関係法令 改
平成２５年 ６月 ５日 改正港湾法 公布（別紙３、４、５）

１１月 ２９日 改正港湾法施行令・港湾法施行規則 公布
１２月 １日 改正港湾法・港湾法施行令・港湾法施行規則 施行

平成２５年 １２月 １９日 小名浜港を特定貨物輸入拠点港湾（石炭）に指定（別紙６）平成２５年 １２月 １９日 小名浜港を特定貨物輸入拠点港湾（石炭）に指定（別紙６）

３．税制改正
平成２５年 １月 ２９日 特定貨物輸入拠点港湾における荷さばき施設等に係る税制特例措置等を規定した

「平成25年度税制改正の大綱」を閣議決定（別紙７）

４．事業の実施
平成２５年度～ 小名浜港国際物流タ ミナル整備事業（水深１８ ）着手（別紙８ ９）平成２５年度～ 小名浜港国際物流ターミナル整備事業（水深１８ｍ）着手（別紙８、９）

５．基本方針の変更
平成２５年 ６月 ２７日 港湾の開発、利用及び保全並びに開発保全航路の開発に関する基本方針

（以下、「基本方針」という。） 諮問
平成２５年１２月 ２日 基本方針 答申
平成２６年 １月 ６日 基本方針 告示（別紙１０）



【目的】

国際バルク戦略港湾の選定港 別紙１

ばら積み貨物の安定的かつ安価な輸入を実現し、我が国産業の国際競争力の強化、雇用と所得
の維持・創出を図る。

【これまでの経緯】【これまでの経緯】

○平成22年6月 国際バルク戦略港湾の公募

（平成23年3月11日 東日本大震災発生）

○平成23年5月 国際バルク戦略港湾を選定

○平成25年6月5日 海上輸送の効率化に資するばら積み貨物

の輸入拠点の形成に関する改正港湾法の公布 釧路港輸入拠点 成 関す 改 港湾法 布

○平成25年12月1日 改正港湾法及び関係政省令の施行

○平成25年12月19日 小名浜港を特定貨物輸入拠点港湾に指定 ● 穀物
● 鉄鉱⽯

炭

釧路港

⽔島港・福⼭港

●

● ⽯炭

⼩名浜港
穀物

５港（「釧路港」、「鹿島港」、「名古屋港」、

【国際バルク戦略港湾の選定港】

●
⿅島港

名古屋港 ⽊更津港⽔島港

穀物
「水島港」、「志布志港」）

鉄鉱石 ３港（「木更津港」 「水島港 福山港」）

し ぶ し

志布志港
徳⼭下松港・宇部港鉄鉱石 ３港（「木更津港」、「水島港・福山港」）

石炭 ３港（「小名浜港」、「徳山下松港・宇部港」）
とくやまくだまつ



○我が国は 資源 ネルギ 等のほぼ100%を輸入に依存 近年 近隣国の輸入量急増により 資源獲得競争が激化

課題

資源・エネルギー等の安定的かつ安価な輸入の実現に向けた効率的な海上輸送網の形成

別紙２

企業間連携による大型船を活用した効率的な海上輸送網の形成を推進

○我が国は、資源・エネルギー等のほぼ100%を輸入に依存。近年、近隣国の輸入量急増により、資源獲得競争が激化。
○ばら積み貨物船の大型化が世界的に進展している中、我が国では大型船に対応できる港湾は限定的。

対応

これまで

海外積出港
（部分最適）

これから

（全体最適）

穀物

海外積出港

国際バルク（

中型船による輸送
（個々の企業による輸送）

鉄鉱石

石炭
大型船による大量輸送

（複数企業によるばら積み貨物の相積み等）

国際バルク
戦略港湾

（
）

A港 B港 C港 二次輸送
（内航船）

複数港寄り
（大型船）A港

B港
C港

【輸送船舶の大型化による海上輸送 スト低減効果（試算） 】
【具体的な取組の例】

●ばら積み貨物の海上輸送網の拠点となる港湾の機能強化
大型船に対応した国際物流ターミナルの整備等

【輸送船舶の大型化による海上輸送コスト低減効果（試算） 】

（豪州⇒日本の石炭輸送の場合）

約18ドル／トン

石炭１トンあたり海上輸送コスト
必要岸壁水深

14m程度

●企業間連携による大型船を活用した共同輸送の促進支援
荷さばき施設等の整備に対する補助・税制特例措置

荷さばき等の共同化を促進するための施設の整備・管理に関する
協定制度等

約12ドル／トン

約3割（約6ドル/トン）の

コスト減
必要岸壁水深

19m程度

ﾊﾟﾅﾏｯｸｽ級船舶(7.4万㌧級)で輸送

協定制度等

資源・エネルギー等の安定的かつ安価な輸入の実現

出典：国土交通省港湾局試算
ｹｰﾌﾟｻｲｽﾞ級船舶(15万㌧級)で輸送



法律改正前 法律改正後

ばら積み貨物の安定的かつ安価な輸入に係るソフト・ハードの総合的な取組み
別紙３

法律改正前 法律改正後

●ハード面（大型船に対応した港湾整備）
・岸壁・航路等
荷さばき施設

●ハード面（大型船に対応した港湾整備）
同左

・荷さばき施設
●ソフト面（荷主間の連携による共同輸送）
・荷主間の連携促進に資する利用計画の作成
・港湾管理者と荷主等が参画する協議会制度
・共同での施設整備・管理を促進する協定制度
⇒上記３点は平成２５年の改正港湾法で措置
・荷さばき施設等の整備促進のための税制特
例措置

穀物（５港）

鉄鉱石（３港） 穀物（５港）

石炭（３港） 鉄鉱石（３港）

石炭（３港）

ソフト・ハード一体となった取り組みにより、荷主間の荷主間の連携による大型船を活用した共同輸送が
連携による大型船を活用した共同輸送等が進展

荷 間 連携 大 船を活用 共同輸送
進まない

ばら積み貨物の安定的かつ安価な輸入の実現



特定貨物特定貨物輸入拠点港湾輸入拠点港湾 指定指定

特定貨物輸入拠点港湾に係る法的スキーム

特定貨物輸入拠点港湾の指定の要件

別紙４

特定貨物特定貨物輸入拠点港湾の輸入拠点港湾の指定指定
国土交通大臣がばら積み貨物の輸入拠点とし
ての機能を高めるべき港湾を指定。

特定貨物輸入拠点港湾の指定の要件
・輸入ばら積み貨物の取扱量が相当程度見込まれること
・一定規模の埠頭を有すること
・企業間連携を促進する体制が整っていること 等

特定特定利用推進計画利用推進計画の作成の作成
港湾管 者が中心とな ばら積 貨物 輸送

特定利用推進計画とは

特定貨物輸入拠点港湾の港湾管理者が、輸入ばら積み貨物の海
上輸送の共同化の促進に資する当該港湾の効果的な利用の促進

港湾管理者が中心となり、ばら積み貨物の輸送
の効率化のために取り組むソフト・ハードの計画を
作成。

を図るために作成する計画。

共同化促進施設協定とは

荷さばき等の共同化を促進するために必要な港湾施設の所有者

特定貨物輸入拠点港湾利用推進協議会
（港湾管理者 民間企業等で構成）

計画作成・実施の協議

特定利用推進計画を推進するための措置（イメージ）

荷さばき等の共同化を促進するために必要な港湾施設の所有者
等が、その全員の合意により、当該施設の整備又は管理に関して
締結する協定。

（港湾管理者、民間企業等で構成）

特定利用推進特定利用推進計画を推進計画を推進するための措置するための措置

税制特例措置（固定資産税等の軽減）等
→荷さばき施設等の整備促進

特定利用推進計画を推進するための措置（イメ ジ）

荷さばき等の共同化を促進するための施設の

港湾区域、臨港地区内での工事に係る手続等に
係る特例措置

大型船大水深

共同化促進施設協定
→安定的な投資環境の構築に資
する荷さばき等の共同化の促進

荷さばき等の共同化を促進するための施設の
整備・管理に関する協定（共同化促進施設協定）
制度

大型船
（複数企業による
ばら積み貨物の相積み等）

大水深
係留施設

港湾工事の手続等の特例措置
→事業実施の迅速化



「特定貨物輸入拠点港湾」「特定貨物輸入拠点港湾」

「特定貨物輸入拠点港湾」の指定要件等 別紙５

「特定貨物輸入拠点港湾」の指定要件等について「特定貨物輸入拠点港湾」の指定要件等について

○石炭等のばら積み貨物の輸入拠点としての機能を高めるべき港湾として、国土交通大臣が指定。

「特定貨物輸入拠点港湾」「特定貨物輸入拠点港湾」

○国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾であること

「特定貨物輸入拠点港湾」の指定要件等について「特定貨物輸入拠点港湾」の指定要件等について

○輸入ばら積み貨物の海上運送の用に供され、又は供されることとなる国土交通省令で定める規模そ
の他の要件に該当する埠頭（特定貨物取扱埠頭）を有すること

＊港湾計画に水深14m超のバルク埠頭が位置づけられていること＊港湾計画に水深14m超のバルク埠頭が位置づけられていること
＊民間事業者による一体的な運営がなされること

○輸入ばら積み貨物の取扱量その他の国土交通省令で定める事情を勘案し 当該特定貨物取扱埠○輸入ばら積み貨物の取扱量その他の国土交通省令で定める事情を勘案し、当該特定貨物取扱埠
頭を中核として輸入ばら積み貨物の海上運送の共同化の促進に資する当該国際戦略港湾、国際拠
点港湾又は重要港湾の効果的な利用の推進を図ることが我が国産業の国際競争力の強化のため
に特に重要なもの。に特に重要なもの。

＊輸入ばら積み貨物の取扱量、背後地域の需要が大きいこと
＊拠点となる港湾の効果的な利用を推進するための官民や荷主間の連携体制が整っていること
＊輸送の効率化を図るために必要な大型船に対応した施設が確保されること など



【概要】

小名浜港の特定貨物輸入拠点港湾への指定について 別紙６

【概要】
小名浜港は、特定貨物輸入拠点港湾※（石炭）の指定要件等を満たすことから、平成25年12月19日付で国土
交通大臣が指定を行った。なお、特定貨物輸入拠点港湾の指定は、今回が全国で初めてとなる。

※特定貨物輸入拠点港湾 ：
ばら積み貨物の海上運送の共同化を重点的に進め 輸入拠点としての機能を高めるべき港湾として国土交通大臣が指定する港湾

【特定貨物輸入拠点港湾の指定による法令上の特例措置】
特定貨物輸入拠点港湾の指定により、以下の支援措置を講ずることが可能となる。

ばら積み貨物の海上運送の共同化を重点的に進め、輸入拠点としての機能を高めるべき港湾として国土交通大臣が指定する港湾

① 荷さばき施設等の取得に係る固定資産税等の特例

特定利用推進計画に定められた事業を実施する者が政府の補助を受けて取得した荷さばき

施設等に対して課する固定資産税又は都市計画税が軽減（課税標準となるべき価格の２／３）

小名浜港

施設等に対して課する固定資産税又は都市計画税が軽減（課税標準となるべき価格の２／３）

されることとなる。

② 港湾区域内の工事等の許可等の特例

港湾法第37条第１項に規定する港湾区域内における工事等の許可等を要する事業につい

て、当該事項を記載した特定利用推進計画が公表された場合、当該事業の許可等があったも

のとみなすことが可能となる。
護岸(防波)

航路(-19m)

岸壁(-18m)
(耐震)のとみなすことが可能となる。

③ 荷さばき施設の共同化を図るための協定に係る特例（承継効）

輸入ばら積み貨物の積卸し等の共同化のために必要な施設の所有者等が当該施設の整備
臨港道路

航路・泊地
(-18m)

航路(-18m)

荷役機械

(耐震)

東港地区

又は管理に関する協定（共同化促進施設協定）を締結し、港湾管理者の認可を受けた場合に

は、その公告のあった後において当該施設の所有者等となった者に対しても、当該協定の効

力があるものとする。



資源・エネルギー等の効率的かつ広域的な海上輸送網の拠点となる港湾（特定貨物輸入拠点港湾）

特定貨物輸入拠点港湾における荷さばき施設等に係る特例措置 別紙７

資源 エネルギ 等の効率的かつ広域的な海上輸送網の拠点となる港湾（特定貨物輸入拠点港湾）
における一定の要件を満たす埠頭（特定貨物取扱埠頭）において、当該埠頭を運営する民間事業者
が取得した荷さばき施設等に係る特例措置を創設し、当該埠頭の高規格化（荷さばき施設等の整備）
の促進を図る。促進を図る。

＜税制特例措置の概要＞

対 象 者：特定利用推進計画に基づき事業を行う者

対象施設：国の補助（対象経費の１／３）を受けて取得した荷さばき施設等

期 間：取得後１０年

特 例 固定資産税 都市計画税 課税標準となるべき価格の２／３

：税制特例措置の範囲 アンローダー

特 例：固定資産税・都市計画税 課税標準となるべき価格の２／３

特例期間：平成２５～平成２６年度

：税制特例措置の範囲 ダ

ダベルトコンベア アンローダー

ば
岸壁 泊地、航路

ばら積み
貨物船



小名浜港 国際物流ターミナル整備事業

【事業概要】 【対象事業】

別紙８

大型船舶による石炭の大量一括輸送を可能とし、小名浜港
を拠点とした東日本地域への石炭の安定的かつ安価な石炭輸
送を実現することを目的として、小名浜港（東港地区）にお

【事業概要】

・整備施設：

岸壁(水深18m)(耐震)、航路･泊地(水深18m)、航路

(水深18m) 航路(水深19m) 護岸(防波) 臨港道路

【対象事業】

いて実施中のプロジェクト（現在は水深14ｍで整備中）の内
容を見直し、水深18ｍの国際物流ターミナルの整備を行う。

(水深18m)、航路(水深19m)、護岸(防波)、臨港道路、

中央防波堤、荷役機械等

・事業期間：

平成20年度～平成30年度
《位置図》

平成20年度 平成30年度

小名浜港東港地区 【位置図】

《位置図》

荷役機械等

（民間事業）臨港道路

岸壁(水深18m)(耐震) 小名浜港

※様式３ 概要図（位置図）を貼り付け

岸壁(水深18m)(耐震)
護岸(防波)

中央防波堤

名浜港

6号埠頭(-14m×1)

7号埠頭(-13m×2)

※様式３ 概要図（位置図）を貼り付け
る航路・泊地(水深18m)

航路(水深18m)航路(水深18m)

航路(水深19m)
対象施設

現在の主な石炭取扱バース



石炭を取り扱う小名浜港の機能強化に向けた取組と将来計画

これまで これから

別紙９

2,618円／トン※１ 1,619円／トン※１

1ﾄﾝ当たりの輸送ｺｽﾄ 1ﾄﾝ当たりの輸送ｺｽﾄ

これまで これから

約 割削減能代港

酒田港
各港においてパナマックス
船の減載等により調達ﾊﾟﾅﾏｯｸｽ船減載

東北電力能代火力発電所（120万kw）

酒田港

能代港 約４割削減

相馬港

船の減載等により調達

ﾊﾟﾅﾏｯｸｽ船減載
（78,000DWT）

ﾊ ﾅﾏｯｸｽ船減載
（78,000DWT） 酒田共同火力発電酒田火力発電所（70万kw）

相馬共同火力発電
新地発電所（200万kw）

東北電力原町火力発電所
（200万kw）

東京電力広野火力発電所
（120万kw） ＋50万kw（※２）

常磐共同火力勿来発電所
（170万kw）） ＋50万kw（※２）

相馬港

茨城港
常陸那珂港区

小名浜港 小名浜港で荷揚げした後、
連携港で荷揚げする。
（２港寄り）

東京電力

（170万kw）） ＋50万kw（※２）

茨城港
常陸那珂港区

小名浜港

各港においてパナマックス船（78,000DWT）の減載等により個別に
調達。

小名浜港にケープサイズ級船舶等が満載で入港可能となることで、
各港との連携による共同調達（２港寄り等）が実施され、効率的な輸

ケープサイズ船等満載
（120,000DWT等）

東京電力
常陸那珂火力発電所（200万kw）

調 。 港 港
送網が構築される。これにより、海上輸送コストが削減される。

※１ 国土交通省港湾局の試算（出典：交通政策審議会港湾分科会第５回事業評価部会資料（平成２５年４月２４日（水）））
※２ 平成２５年１１月２９日、東京電力は、２０２０年初頭に、同社広野火力発電所、常磐共同火力勿来発電所の２地点に、各々５０万kW級（※３）※２ 平成２５年１１月２９日、東京電力は、２０２０年初頭に、同社広野火力発電所、常磐共同火力勿来発電所の２地点に、各々５０万kW級（※３）

の世界最新鋭の石炭ガス化複合発電（IGCC）を新設すると発表。
※３ ５０万kWは、 １世帯あたり契約アンペア数を３０Aと仮定した場合の約１７万世帯分の電力に相当



基本方針（平成２６年１月６日告示） （抜粋）

Ⅱ 港湾機能の拠点的な配置と能力の強化

別紙１０

Ⅱ 港湾機能の拠点的な配置と能力の強化
（略）

３ バルク貨物等の輸送網の拠点
（略）（略）
特に、世界的な需要が増加し、かつ輸送船舶の大型化が進展している貨物について、安定的かつ

効率的な海上輸送網の形成を図るために、「選択と集中」の考え方に基づき選定した「国際バルク戦

略港湾」（穀物 釧路港 鹿島港 名古屋港 水島港 志布志港 鉄鉱石 木更津港 水島港 福山港略港湾」（穀物：釧路港、鹿島港、名古屋港、水島港、志布志港。鉄鉱石：木更津港、水島港・福山港。

石炭（一般炭）：小名浜港、徳山下松港・宇部港）においては、品目ごとの特性を勘案し、バルク貨物

の輸入拠点が背後産業の立地と密接に結びついていることや拠点の絞り込みによる物流効率化の

効果を発揮するために産業立地の再配置や企業間連携の強化等が必要になることに鑑み、「選択

と集中」の合理性・実現可能性を十分精査した上で、穀物にあってはパナマ運河の拡張も見据えつ

つパナマックス級以上の船舶が、鉄鉱石にあってはVLOC級の船舶が、石炭（一般炭）にあっては

ケープサイズ級の船舶が、それぞれ入港することが可能となるよう港湾機能の拠点的な確保に取り

組むとともに、民の視点を取り込んだ効率的な運営体制の確立、船舶の運航効率改善のための制

限の緩和、港湾間や企業間の連携の促進に取り組む。限の緩和、港湾間や企業間の連携の促進に取り組む。

また、バルク貨物の輸入拠点としての機能を高めるべき港湾を特定貨物輸入拠点港湾として指定

する。バルク貨物の海上輸送の共同化の促進に資する当該港湾の効果的な利用の推進を図るため、

関係者が連携して 特定貨物輸入拠点港湾利用推進協議会等を活用しつつ 特定利用推進計画を関係者が連携して、特定貨物輸入拠点港湾利用推進協議会等を活用しつつ、特定利用推進計画を

作成し、当該計画に定めた取組を促進するとともに、継続して当該計画の進捗状況の確認を行う。

（略）


